
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

 平成２７年１２月２４日 

 

            あいち小児保健医療総合センター長 服部  義 

 

１ 入札に付する物件 

（１）件名 

   患者用テレビ設置に係る県有財産の貸付 

（２）貸付物件 

 

品名 設置場所 

液晶テレビ 
本館の各病室（有料個室を除く）のうち、あいち小児保健医療総合 

センターが指定する場所                    １３５台 

カードタイマー 
本館の各病室（有料個室を除く）のうち、あいち小児保健医療総合 

センターが指定する場所                     １３５台 

カード自動販売機 
本館の共用部分のうち、あいち小児保健医療総合センターが 

指定する場所                              ５台 

カード精算機 本館１階会計窓口横                        １台 

 

（３）貸付期間 

   平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「政令」という。）第 167

条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

 (2) 政令第 167 条の４第２項第１号から第６号までのいずれにも該当しない者

（いずれかに該当した者であって、その事実があった後３年を経過した者を含

む。）であること。 

 (3) 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を置いており、故障などトラブ  

ルの際、１時間以内に現場に到着できる体制が可能であること。 

(4) 病院事業庁が実施する自動販売機、コインランドリー、売店、食堂及び患

者用備品の設置を目的とする公有財産の貸付に係る一般競争入札に参加する



者に必要な資格に関する告示（平成２７年１月２７日付け愛知県病院事業庁告

示第２号）に定める資格をすべて満たすこと。 

 (5) 入札公告の日から落札決定までの間、愛知県病院事業庁から指名停止措置

を受けていないこと。 

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手

続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者である

こと。 

(7) 入札公告の日から入札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び

事業からの暴力団排除に関する合意書」（愛知県知事等・愛知県警察本部長、

平成２４年６月２９日締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 

３ 入札説明書及び契約条項を示す場所及び日時 

  (1) 場所 

   あいち小児保健医療総合センター事務部事業グループ 

   大府市森岡町七丁目４２６番地 

 (2) 日時 

   平成２７年１２月２４日（木）から平成２８年１月１３日（水）まで（日曜

日、月曜日、１２月２９日から翌年１月３日までの日及び、１月１２日を除く。）

の午前９時から午後５時までの間、随時交付します。 

 

４ 入札参加申込みの受付の場所及び日時 

  (1) 場所 

   あいち小児保健医療総合センター事務部事業グループ 

 (2) 日時 

   平成２７年１２月２４日（木）から平成２８年１月１９日（火）まで（日曜

日、月曜日、１２月２９日から翌年１月３日までの日及び、１月１２日を除く。）

の午前９時から午後５時までの間、随時受付します。 

 

５ 入札執行の場所及び日時 

  (1) 場所 

   あいち小児保健医療総合センター地下１階 研修室１ 

 (2) 日時 

   平成２８年１月２７日（水）午前９時 

 



６ 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、見積金額の１００分の５以上の入札保証金（愛

知県病院事業庁財務規程（平成１６年愛知県病院事業庁管理規程第２５号。以下

「財務規程」という。）第１４５条に定める入札保証金に代わる担保を含む。）

を開札期日までに契約担当者に納めなければなりません。 

ただし、財務規程第１４４条（入札保証金の納付の免除）の規定により、全部

又は一部の納付を免除されたときは、この限りではありません。 

 

７ 契約書の作成の要否 

  要 

 

８ 入札の無効 

  次のアからカまでのいずれかに該当する入札は、無効とします。 

  ア 財務規程第１４２条第１号から第８号に該当する入札 

  イ 一般競争入札参加申込書（入札参加者が代理人である場合は、本人の委任

状を添付すること。）及び誓約書を提出していない者のした入札 

  ウ 入札書の金額を訂正したもの 

  エ 郵送による入札 

  オ 虚偽の事実を記載した者のした入札 

カ 担当職員の指示に従わなかった者の入札 

 

９ その他 

   県有財産有償貸付契約書（案）を始め貸付の詳細については、「入札説明書」

を確認の上、入札してください。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、消費税に係る課

税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分

の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

 

10 問い合わせ先 

  あいち小児保健医療総合センター事務部事業グループ 

   住所 大府市森岡町七丁目４２６番地（郵便番号４７４－８７１０） 

   電話 ０５６２－４３－０５００（内線）３４０７ 


